
生駒市規則第２７号 

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布 

する。

平成１８年９月２９日 

生駒市長 山下 真 

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則（昭和４６年１１月生駒市規則第１ 

８号）の一部を次のように改正する。 

「第９条第７項」を「第９条第８項」に改め、第３号中「第２６条第１項」を 

「第２６条」に改め、第１７号及び第１８号を削り、第１９号を第１７号とし、 

第２０号から第２２号までを２号ずつ繰り上げ、第２３号中「第９条第６項」を 

「第９条第７項」に改め、同号を第２１号とし、第２４号を第２２号とし、第２ 

５号中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に改め、同号を第２３ 

号とし、第２６号及び第２７号を削り、第２８号を第２４号とし、第２９号中「 

第３８条第１項、第３項及び第４項」を「第３８条第１項」に改め、「負担命令 

並びに」を削り、同号を第２５号とし、第３０号中「第１５条の３２」を「第１ 

５条の４」に、「障害福祉サービス等」を「障害福祉サービス」に改め、同号を 

第２６号とし、第３１号中「施設入所等」を「障害者支援施設等への入所等」に 

改め、同号を第２７号とし、第３２号を第２８号とし、第３３号から第４０号ま 

でを４号ずつ繰り上げ、第３６号の次に次の２号を加える。 

(37) 障害者自立支援法第７６条第１項の規定による補装具費の支給に関する 

こと。 

(38) 障害者自立支援法第７６条第３項の規定による意見の聴取に関するこ 

と。



附 則 

この規則は、平成１８年１０月１日から施行する。


